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橋本市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて
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橋本 市職員 の育児休 業等 に関す る条例 の一部 を改正す る条例

橋本 市職員 の育児休 業等 に関す る条例 (平 成 18年 橋本 市条例第 53号 )の 一部 を次 の よ うに改正す る。 なお、

改正部分 は、次 の表 中下線 の部分 で あ る。
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(部分休業をすることができなヒヽ職員 )

第8条 音 甲イ太業浅笛 19条 笛 1項 の条例で定める職 員は、勤務 日の 日数 8条  削除

及 び 勤務 日ご との勤 務 時 間 を考 慮 して 報 則 で 定 め る非 常 勤職 員 以外

の 非常勤職 昌 (地 方公務 員法第 28条 の5第 1項 に規定す る短時間勤務 の

講 矛占める職 昌
`以

下 「再イ千用短時間勤務職 員等 1と い う。)を 除

くハ )と す る n

(部 分休業 )

第9条  部 分体 業 (育 児 体 業 法第 19条 第 1項 に規 定す る部 分体 業 を

(部 分体業 )

9条  部 分休 業 (育 児 休 業 法 第 19条 第 1項 に規 定す る部 分体 業 を

い う。 以 下 同 じ。 )の 承 認 は 、 正 規 の 勤 務 時 間 (非 常 勤 職 員 (再 い う。 以 下 同 じ。 )の 承 認 は 、 正 規 の 勤 務 時 間

任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 を 除 く 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 )イこ り に お い て 、 1日 狩涌 じて 2時 間 (労 働 基 準 法 第 67条 Q_規 定 に よ

ふ つ て ,■ 、 当 該 非 常 勤 職 員 に つ い て 定 め られ た 勤 務 呻 る 苔 η 障 闇 又 は 絡 本 市 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例

30分 を 単 位 と して 行 うも の とす る。 18 15 の
め 又 は 終 わ り に お い て 、

の し い つ い 2

児 時 間 は 当 該 介 護 時 間 の 承 認 を 受 け て 勤 務 しな い 時 間 を減

じ た ヤ｀ の の の

況 等 カヽ ら必 要 とされ る時 間 につ い て 、 30分 を単位 と して行 う

もの とす る。
ヤ｀

う^) ,士 結 太 市 職 昌 の 勤 務 時 休 暇 等 ↓ 闇 す る条 例 (平 成 18年橋

本 市条 例 第 52号 )第 15条 の 2の 庁 に よ る介 譜 時 間 の承認 を受 けて勤

法 し 卜 ヤ 辞ヽ 昌 r非 首 勤 職 昌 券 除 ぐ^)に 針 す る部 今 休 業 の承 認 に つ い

て は 、 1 日につ き 2時 間 か ら当 育 児時間又は当該介護時間の承認 を

号 tす て 勤 落 1タ メF ヤ 障ヽ 闇 狩 減 1う た 蒔 闇 矛 招 身 ナ王l ヤ 舗ヽ 瞬l内 で 行 うヰ、の と
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口と 口日 工ヾ2 H幸 ロヨ 安)辺 ら  ス 担 △ ユ■ 2 Hキ ロ日ヽ基 辺 ら ア

^ セヽ舗

か ら当該 育 児時 間 又 は 当該 介 時間の承認を受けて勤務 しない時間

矛減 1し た時間狩紹えない範囲内で)行 うものとす る。

附  則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日か ら施 行 す る。
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